
短期入所等の障害福祉サービスの決定がない場合、申請する（医師の診断書が必要）

相談支援事業所の営業時間になったら、利用者を担当している相談支援事業所に連絡する。

相談支援専門員から、家族等に連絡し、今後の支援方針を確認する。

地域生活支援拠点　緊急時支援のフローチャート

緊急時の連絡

平日の日中まで対応を待てない緊急時に限る

＜例＞

１　身体に危害を及ぶ虐待

２　介護者の突然の死亡や入院等で、兄弟等が一時的に預かることができない場合等

協定締結のショートステイ先と町担当者（もしくは協定締結相談支援事業所）が調整

・今すぐ緊急支援が必要か判断する

（事前登録を確認するが、登録がない場合は判断と受入決定に時間を要する）

・町担当者のみで判断不可の場合、協定締結中の相談支援事業所に連絡し、助言を仰ぐ

・平日の日中対応で間に合うものは、話を聞くのみに留め、平日の日中に調整

基幹相談支援センター

（清水町役場　管理室から担当に繋がります）

電話　055-981-8204


